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令和６年度第２回調布市青少年問題協議会次第 

 

日時 令和６年１０月１１日（金） 

午前１０時から１１時３０分まで 

場所 調布市役所５階市長公室 

 

１ 開会 

 

２ 会長あいさつ 

 

３ 協議事項 

(1) 令和６年度調布市青少年表彰被表彰者の選考について  

(2) 令和７・８年度調布市青少年健全育成方針（案）について 

 

４ 報告事項 

(1) 令和６年度秋のこどもまんなか月間における取組について 

 

５ 情報交換 

(1) 調布警察署からの情報提供 

(2) 中学校校長会からの情報提供 

 

６ その他 

 

【資料】 

・資料１ 令和６年度調布市青少年問題協議会委員名簿  

・資料２ 令和６年度調布市青少年表彰候補者一覧 

・資料３ 令和６年度調布市青少年表彰候補者推薦書 

・資料４ 調布市青少年表彰規程 

・資料５ 調布市青少年表彰における表彰者選定に係る内規 

・資料６ 令和７・８年度調布市青少年健全育成方針（案） 

・資料７ 令和７・８年度調布市青少年健全育成方針（案）新旧対照表 

・資料８ 令和６年度秋のこどもまんなか月間における取組 

 

【次回会議】 

日程：令和７年２月６日（木） 午前１０時から１１時３０分まで 

会場：調布市役所５階 市長公室 
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令和６年度 第２回調布市青少年問題協議会報告 

 

１ 開催日時 令和６年１０月１１日（金） 午前１０時から 

 

２ 会  場 市長公室 

 

３ 欠  席 (1) 委 員 １３人 

       (2) 事務局  １人 

 

４ 会長挨拶 

会  長： おはようございます。よろしくお願いします。 

 最近思うことの一，二を申し上げようと思うのですが，一つは，改めてコロナで

す。４年にも及ぶ期間の中で，私からすると物言わぬ小中学生なのです。大変だっ

たねと。だけれども，あれを乗り越えたことを自信にもしてほしいみたいなことを

言うのだけれども，本当にどうなっている。大変例えは悪いので最初にお断りしま

すが，あんなに自己の意思に反してというか，自由な活動を制限されたのは，昭和

16年から20年の戦争以来ではないかと思う。学校でも，そのようなことに関しては，

どのように彼らに影響を与えたのか。それから，後遺症にならなければいいなとい

うことを考えてくれていると思います。それはぜひ私は教えていただきたいと思う。

そこにたどりますけれども，それが一つ。 

もう一つは，今朝のニュースでもやっていたけれども，やはり夏日が，記録を取

り始めてから今年が一番多く，２番目は去年，３番目は一昨年だそうです。これに

象徴されるように，私も年を取ったせいかもしれないけれども，夏に強いと思って

いたが，くらくらしますね。で，色々なことを，やはり子どももケアしてやらなけ

ればいけない。もちろん，そのとおりだと思うのです。 

ただ，これも誤解を恐れずに言いますが，あの猛暑は異常だけれども，色々な困

難，苦難というものを乗り越えさせてやるような素地を子どもの時に作ってやらな

いといかんなということも思います。 

例えば，ちょっと朝礼が長いと気分を害する子が必ず出てくるというのは，私は

異常だと思いますね。自分の記憶ではないですよ，子どもの時に，ああいうことは。

もちろん倒れるお子さんが悪いと言っているのではないのだけれども，なぜあんな

に抵抗力がないのだろう，昔に比べると。 

ちょっと違うことを言うと，世の中は時に理不尽だし，不条理です。これはもう

どうしようもないこと。これはもう誰しも人生の中で，色々な困難がある。自己の

責任ではなくても。でも，その時に精神的に耐えられるかどうかというのは個人差

がありますよね。ある意味で，こんなに便利になって，快適になってきた半面とい

うことを考えると，やはり石器時代の人間のほうが抵抗力があったかもしれないと。

今日は突飛な比喩ばかりで恐縮ではありますけれども，そのようなことを思います。
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ぜひ色々この場も通じてお考えいただき，御議論いただきたいと思っています。 

３月９日の青少年表彰式の日，表彰者に関しての議論をいただくということと，

健全育成方針については２年毎にということで７年度，８年度をにらんでお考えい

ただくということがテーマになっております。今日はよろしくお願いします。 

 

５ 資料確認 

 

６ 協議事項 

(1) 令和６年度調布市青少年表彰被表彰者の選考について 

会  長： 次第３，協議事項の(1)令和６年度調布市青少年表彰被表彰者の選考についてと

いうことで事務局から説明を申し上げます。 

事 務 局： それでは，令和６年度調布市青少年表彰被表彰者の選考について説明いたします。

資料２と３を併せて御覧ください。 

 資料２は推薦があった候補者を届出順に一覧にまとめたもので，資料３は推薦者

から御提出いただいた推薦書となります。こちらに示したとおり，今年度は個人20

名と１団体の21件分の推薦がありました。 

各候補者につきましては，先日開催しました専門調査委員会において専門調査委

員の皆様に表彰にふさわしい人物や団体であるかを御検討いただいております。 

専門調査委員会の審査結果につきましては，後ほど専門調査委員から御報告させ

ていただきます。 

続きまして，各候補者の推薦内容の概要について説明いたします。資料２の推薦

概要欄を御覧ください。 

１番目のＡさんですが，２番目のＢさん，３番目のＣさんと同じ内容での推薦と

なっておりますので，併せて説明いたします。この３名は第七中学校からの推薦と

なっており，行為内容は，登校中に頭から血を流して倒れている方の救助活動を３

人で協力して実施したという内容となっております。 

続いて４番目はＤさん，17歳で，健全育成推進第三地区委員会から推薦をいただ

いております。Ｄさんは，第三地区のソフトボールの練習において，コーチの補助

として子どもたちの指導に協力しており，地域の青少年の健全育成の育成に貢献し

ているという内容で推薦がありました。行為期間は４年５か月となっております。 

５番目はＥさん，17歳で，健全育成推進多摩川地区委員会から推薦をいただいて

おります。Ｅさんは多摩川地区の和太鼓チームに所属し，後輩の指導を行うなど，

地域の青少年の健全育成に貢献しているという内容で推薦がありました。行為期間

は５年５か月となっております。 

６番目はＦさん，14歳で，健全育成推進多摩川地区委員会から推薦をいただいて

おります。Ｆさんは，多摩川地区のソフトボールの練習において，子どもたちの指

導に協力するほか，多摩川地区における夏祭りなどの練習において子どもたちの指

導に協力しており，地域の青少年の健全育成に貢献しているという内容で推薦があ
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りました。行為期間は２年５か月となっております。 

７番目はＧさん，14歳で，健全育成推進多摩川地区委員会から推薦をいただいて

おります。Ｇさんは，多摩川地区のソフトボールの練習において子どもたちの指導

に協力するほか，和太鼓チームにも所属し，後輩の指導を行うなど，地域の青少年

健全育成に貢献しているという内容で推薦がありました。行為期間は２年５か月と

なっております。 

続きまして８番目，Ｈさん，15歳で，健全育成推進北ノ台地区委員会から推薦を

いただいております。Ｈさんは，北ノ台地区のソフトボールの練習においてコーチ

の補助として子どもたちの指導に協力するほか，北ノ台地区における夏祭りなど，

様々な事業に協力しており，地域の青少年の健全育成に貢献しているという内容で

推薦がありました。行為期間は２年５か月となっております。 

９番目がＩさん，15歳で，健全育成推進北ノ台地区委員会から推薦をいただいて

おります。Ｉさんは，北ノ台地区のソフトボールの練習においてコーチの補助とし

て子どもたちの指導に協力するほか，北ノ台地区における夏祭りなど，様々な事業

に協力しており，地域の青少年健全育成に貢献しているという内容で推薦がありま

した。行為期間は２年５か月となっております。 

10番目はＪさん，17歳で，健全育成推進国領地区委員会から推薦をいただいてお

ります。Ｊさんは，国領地区のソフトボールの練習においてコーチの補助として子

どもたちの指導に協力しており，地域の青少年健全育成に貢献しているという内容

で推薦がありました。行為期間は５年５か月となっております。 

11番目はＫさん，14歳で，健全育成推進国領地区委員会から推薦をいただいてお

ります。Ｋさんは，国領地区のソフトボールの練習においてコーチの補助として子

どもたちの指導に協力しており，地域の青少年健全育成に貢献しているという内容

で推薦がありました。行為期間は２年５か月となっております。 

12番目はＬさん，17歳で，健全育成推進国領地区委員会から推薦をいただいてお

ります。Ｌさんは，国領地区のソフトボールの練習においてコーチの補助として子

どもたちの指導に協力しており，地域の青少年健全育成に貢献しているという内容

で推薦がありました。行為期間は５年５か月となっております。 

13番目はＭさん，16歳で，調布市社会福祉協議会から推薦をいただいております。

Ｍさんは，健全育成推進石原地区委員会のソフトボールの練習においてコーチの補

助として子どもたちの指導に協力しており，地域の青少年健全育成に貢献している

という内容で推薦がありました。行為期間は４年２か月となっております。 

14番目はＮさん，15歳で，健全育成多摩川地区委員会から推薦をいただいており

ます。Ｎさんは，多摩川地区のソフトボールの練習において子どもたちの指導に協

力するほか，和太鼓チームに所属し，後輩の指導を行うなど，地域の青少年健全育

成に貢献しているという内容で推薦がありました。行為期間は２年５か月となって

おります。 

続きまして15番目のＯさんですが，16番目のＰさんと同じ内容での推薦となって
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おりますので，併せて御説明いたします。この２名は神代高校からの推薦となって

おり，行為内容は，下校中に転倒した高齢者を２名で介助しながら自宅まで送り届

けたという内容で推薦がありました。 

17番目はＱさん，16歳で，健全育成推進上ノ原地区委員会から推薦をいただいて

おります。Ｑさんは，地域のリーダーグループである「team for 遊」に所属し，

子どもたちの模範となっているほか，地域行事にも積極的に参加するなど，地域の

青少年健全育成に貢献しているという内容で推薦がありました。行為期間は４年５

か月となっております。 

18番目はＲさん，17歳で，健全育成推進上ノ原地区委員会から推薦をいただいて

おります。Ｒさんも地域のリーダーグループである「team for 遊」に所属し，子

どもたちの模範となっているほか，地域行事にも積極的に参加するなど，地域の青

少年健全育成に貢献しているという内容で推薦がありました。行為期間は４年５か

月となっております。 

19番目はＳさん，17歳で，健全育成推進上ノ原地区委員会から推薦をいただいて

おります。Ｓさんも地域のリーダーグループである「team for 遊」に所属し，子

どもたちの模範となっているほか，地域行事にも積極的に参加するなど，地域の青

少年健全育成に貢献しているという内容で推薦がありました。行為期間は４年５か

月となっております。 

20番目はＴさん，17歳で，健全育成推進柏野地区委員会から推薦をいただいてお

ります。Ｔさんは，柏野地区のソフトボールの練習においてコーチの補助として子

どもたちの指導に協力するほか，柏野地区における夏祭りなどの様々な事業に協力

しており，地域の青少年健全育成に貢献しているという内容で推薦がありました。

行為期間は４年５か月となっております。 

最後21番目ですが，団体のＵで，多摩川児童館からの推薦をいただいております。

この団体は，多摩川児童館のダンスサークルで活動する児童への指導を行いながら，

児童館交歓フェアに合同で参加するなど，地域交流を行うとともに，社会福祉協議

会が主催する布田わくわくひろばまつりにも出演するなど，盛んな地域活動を行っ

ており，地域における健全育成に貢献しているという内容で推薦がありました。行

為期間は１年11か月となっております。 

候補者及び団体の推薦内容の概要についての説明は以上となります。 

会  長： 続いて，専門調査委員会での検討結果について，専門調査委員会から報告をお願

いいたします。 

委  員： それでは，専門調査委員会で検討いたしました選考結果について報告いたします。

先ほど事務局からの説明があったとおり，今年度の推薦は個人20人，団体１団体の

計21件となっております。昨年の９件から大幅に増加することとなりました。これ

は，コロナの終えんとともに，子どもたちが様々な活動に向けて活発になった現れ

だと考えております。今後も頑張っている子どもたちを表彰の場に引き上げるよう，

専門調査委員会としても鋭意活動していきたいと考えております。 



 - 6 - 

それでは，資料２，令和６年度調布市青少年表彰候補者一覧のうち，右側の専門

調査委員会での意見を御覧ください。今御説明があったものになります。１から３

番目の第七中学校から推薦のあったＡさん，Ｂさん，Ｃさんについては，３人で協

力してけが人の救護を行い，人命救助に努められたことは青少年の模範となってお

り，調布市青少年表彰規程第３条第４号に該当するものとして，被表彰者として差

し支えないと考えております。 

続きまして，４番目の健全第三地区委員会から推薦のあったＤさんについてです

が，地域の事業であるソフトボールの活動に積極的に参加，協力し，小学生の指導

を行うなど，活動内容は他の青少年の模範となっていると認められます。また，行

為期間も基準を満たしており，調布市青少年表彰規程第３条第１号に該当し，被表

彰者として差し支えないと考えております。 

続きまして，５番から７番目，そして14番目の健全多摩川地区委員会から推薦の

あったＥさん，Ｆさん，Ｇさん，Ｎさんの４名についてですが，地域の事業である

ソフトボールや和太鼓の活動に積極的に参加，協力し，小学生の指導を行うなど，

活動内容はその青少年の模範となっていると認められます。また，行為期間も基準

を満たしており，青少年表彰規程第３条第１号に該当し，被表彰者として差し支え

ないと考えております。 

続きまして，８番，９番の健全北ノ台地区委員会から推薦のあったＨさん，Ｉさ

んの２名についてですが，地域の事業であるソフトボールの活動に積極的に参加，

協力し，小学生の指導を行うなど，活動内容は他の青少年の模範となっていると認

められます。また，行為期間も基準を満たしており，調布市青少年表彰規程第３条

第１号に該当し，被表彰者として差し支えないと考えております。 

続きまして，10番から12番の健全国領地区委員会から推薦のあったＪさん，Ｋさ

ん，Ｌさんの３名についてですが，地域の事業であるソフトボールの活動に積極的

に参加，協力し，小学生の指導を行うなど，活動内容は他の青少年の模範となって

いることが認められます。また，行為期間も基準を満たしており，調布市青少年表

彰規程第３条第１号に該当し，被表彰者として差し支えないと考えております。 

13番目の調布市社会福祉協議会から推薦のあったＭさんについてですが，地域の

事業であるソフトボールの活動に積極的に参加，協力し，小学生の指導を行うなど，

活動内容は他の青少年の模範となっていることが認められます。また，行為期間も

基準を満たしており，青少年表彰規程第３条第１号に該当し，被表彰者として差し

支えないと考えております。 

続きまして，15，16番の都立神代高校から推薦のあったＯさん，Ｐさんの２名に

ついてですが，転倒した高齢者を２名で協力して介助しながら自宅まで送り届けた

ことは他の青少年の模範となっていると認められることから，青少年表彰規程第３

条第４号に該当するものとして被表彰者として差し支えないと考えております。 

続きまして，17から19番の健全上ノ原地区委員会から推薦のあったＱさん，Ｒさ

ん，Ｓさんの３名についてですが，地域のリーダーグループの活動に積極的に参加，
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協力し，小学生の指導を行うなど，活動内容は他の青少年の模範となっていると認

められます。また，行為期間も基準を満たしており，調布市青少年表彰規程第３条

第１号に該当し，被表彰者として差し支えないと考えております。 

続きまして，20番の健全柏野地区委員会から推薦のあったＴさんについてですが，

地域の事業であるソフトボールの活動に積極的に参加，協力し，小学生の指導を行

うなど，活動内容は他の青少年の模範となっていると認められます。また，行為期

間も基準を満たしており，調布市青少年表彰規程第３条第１号に該当し，被表彰者

として差し支えないと考えております。 

最後に21番目の多摩川児童館から推薦のあった団体Ｕについてですが，調布市児

童館交歓フェアや，布田わくわくひろばまつりなどの地域行事に積極的に参加し，

また，多摩川児童館を利用する小学生にダンスの指導を行うなど，活動内容が地域

における健全育成の推進に貢献しており，また，行為期間も基準を満たしているこ

とから，調布市青少年表彰規程第３条第５号に該当し，被表彰者として差し支えな

いと考えております。 

専門調査委員会での検討結果は以上でございます。よろしくお願いします。 

会  長： ありがとうございました。類似の内容についてはまとめて審査を行います。 

 まず，１から３番のＡさん，Ｂさん，Ｃさん３名，３人で協力してけが人の救護

活動を行ったという内容です。御意見，御質問があればよろしくお願いします。―

―よろしいですか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 それでは，３名について表彰することに決定いたします。 

４番，Ｅさん，６番，Ｆさん，７番，Ｇさん，８番，Ｈさん，９番，Ｉさん，10

番，Ｊさん，11番，Ｋさん，12番，Ｌさん，13番，Ｍさん，14番，Ｎさん，20番，

Ｔさん，この11名，主として地域のソフトボールの練習に参加し，コーチ陣のサポ

ートや後輩の世話を行ったという内容です。御意見，御質問，ございますか。――

いいですね。 

    （「異議なし」の声あり） 

 それでは，11名，表彰することに決定いたします。 

少し戻っていただいて５番，Ｅさん，地域の和太鼓サークルに所属して後輩の世

話を行うとともに，地域における様々な行事に参加して健全育成の活動に協力した

という内容です。御意見，御質問，ございますか。――よろしいですか。 

    （「異議なし」の声あり） 

 被表彰者といたします。 

15番，Ｏさん，16番，Ｐさん，転倒した高齢者を２人で協力して介助しながら自

宅まで送り届けたという内容でありますが，被表彰者とすることでよろしいでしょ

うか。 

    （「異議なし」の声あり） 

 決定いたします。 
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17番，Ｑさん，18番，Ｒさん，19番，Ｓさん，地域のリーダーグループに所属し，

活動を通じて小学生のよい模範となるなど地域の青少年の健全育成に貢献というこ

とでございますが，御意見，御質問，ございますか。――特にはございませんか。 

    （「異議なし」の声あり） 

 決定いたします。 

最後，21番，団体のＵ，多摩川児童館内のダンスサークルで地域の小学生の指導

を行うだけでなく，児童館交歓フェアや布田わくわくひろばまつりといった地域行

事に積極的に参加するというような貢献度が説明されておりますが，被表彰者団体

として決定でよろしいでしょうか。 

    （「異議なし」の声あり） 

 ありがとうございます。 

候補者全員の審議が終わったということで，日程について事務局から説明をさせ

ていただきます。 

事 務 局： ただいまの選考結果に基づき，来年３月９日日曜日にたづくり大会議場にて表彰

式を開催いたします。委員の皆様には時間等の詳細が決定次第，案内状をお送りさ

せていただきますので，お忙しい折とは存じますが，御出席くださいますようお願

いいたします。 

以上でございます。 

 

(2) 令和７・８年度調布市青少年健全育成方針（案）について 

会  長： 続いて(2)令和７・８年度調布市青少年健全育成方針（案）についてということ

であります。事務局から説明させていただきます。 

事 務 局： それでは，令和７・８年度調布市青少年健全育成方針（案）について説明いたし

ます。資料６と資料７を併せて御覧ください。資料６が令和７・８年度調布市青少

年健全育成方針（案）で，資料７が現在の健全育成方針との新旧対照表となってお

ります。本案につきましても，先日開催した専門調査委員会でいただいた御意見を

踏まえまして作成したものでございます。 

 資料７の新旧対照表は，左側に令和７・８年度青少年健全育成方針（案）を，右

側に現在の令和５・６年度の健全育成方針が記載されておりますが，変更箇所を赤

字と下線で，内容を削除した箇所に関しましては青字と下線で示しております。具

体的な内容につきましては，後ほど専門調査委員から御報告していただきます。 

 以上でございます。 

会   長： それでは，専門調査委員会での検討内容について，お願いいたします。 

委   員： 令和７・８年度調布市青少年健全育成方針（案）について，専門調査委員会での

検討内容を報告いたします。 

素案の作成に当たっては，前回，令和５・６年度版の健全育成方針を作成するに

当たり，前段の主文に現状や課題をまとめて記載したこと，主文の文章と重点目標

の文章に重複して掲載された内容を整理したことなどを踏まえ，できるだけ簡素な
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文章とするよう留意して作成いたしました。 

大きな変更点としては３つあり，１つ目が昨年12月に「こどもまんなか社会」の

実現を目標として，こども家庭庁が策定した「こども大綱」の考え方を盛り込んだ

ことです。続いて２つ目が「こども大綱」の内容を踏まえ，これまで３つだった重

点目標に４つ目となる「青少年の居場所の充実」を追加したこと。３つ目が，昨年

５月に新型コロナウイルスの扱いがインフルエンザ等と同等の５類感染症に変更さ

れたことを踏まえ，新型コロナウイルスの影響等についての記載を削除したことで

す。 

具体的な変更内容について説明します。資料７を御覧ください。先ほど事務局か

ら説明があったとおり，変更点を赤字と下線で示していますが，１ページ目の中段

にあるとおり，「令和５年12月には全ての子ども・若者が身体的・精神的・社会的

に幸福な社会を送ることができる『こどもまんなか社会』の実現を目的とした『こ

ども大綱』が策定される」といった内容を追加しております。 

また，次のページの右側に青字で記載してある部分が新型コロナウイルス関連の

記載箇所になりますが，こちらの新型コロナウイルスが青少年の健全育成に大きな

影響を与えているといった内容の記載を全て削除しております。 

最後，５ページ目を御覧ください。新たに追加した重点目標についてです。４つ

目の重点目標として，「青少年の居場所の充実」を追加しました。これは，青少年

の居場所は健全育成の推進にも当たり大きな影響があることと，先ほど説明した昨

年12月に策定された「こども大綱」において，政府の役割として青少年の視点に立

った多様な居場所づくりが行われるよう，青少年の声を聞きながら居場所の充実を

推進すると記載されていることを踏まえ，追加いたしました。 

そのほか，一部に文章や文言の修正をしておりますが，軽微な内容となりますの

で，説明は割愛させていただきます。 

以上，専門委員会での検討内容について説明させていただきました。よろしくお

願いいたします。 

会   長： ありがとうございます。 

 事務局及び専門調査委員会の検討結果，報告，説明を基に令和７・８年度調布市

青少年健全育成方針について何か御意見，御質問はございます。ご自由にどうぞ。

――何か御意見，どなたかございますか。――よろしいですか，この内容で。それ

では，令和７・８年度調布市青少年健全育成方針について，素案のとおり決定する

ことでよろしいでしょうか。 

    （「異議なし」の声あり） 

そのように決定させていただきます。 

この問題と少し関係があると思うのですけれども，時間を無駄にせずに，また，

何が不経済かというのは判断がなかなか難しいが，時間を有効に使えるように居場

所をというのは，それはもう大変オーソドックスな考え方で，それで調布市のみな

らず，できればそういうところを用意したいと。希望する子どもたち全員を収容で
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きるような。なかなか難しいですが，我々のところも，御存じのようにＣＡＰＳは

あるけれども，西のほうに１つでは平等と言えないのではないかと長年言われ続け

てきている。お金のことはもちろんあるのですが，一つは場所なのです。西はもう

20年くらい前に，あんな便利なところがたまたま空いていたという，幸運があった

と思えるわけです。これからもぜひ拡充，またはほかのところへ拠点を整備してい

きたいと思っています。 

それとちょっと違うのですけれども，私，都の青少年問題の協議の場に市長会の

代表として出ていたのです。その時に，よくあるニュースで言われるトー横問題と

いうのが，新宿の特定のところに青少年が，自分の居場所を見つけられずに，また

は家庭に問題があって集まってくる。これは大きな問題だといってトー横問題を議

論しようとしたのです。それは別に間違っているとは言わないのだけれども，トー

横だけの問題ではないなと。当然ですけれども。それから，ＳＮＳ等，自分たちで

自由に情報交換できるようなものの介在が大きな問題だ。それをどうしようかと。

これも議論が難しいと思いました。 

それは，ある程度はあるのだろうけれども，では，ＳＮＳがなかったら，みんな

携帯を持っていなかったら，それは起こらない。そうではないのです，物事の本質

は。新宿でなくたって，渋谷か，池袋か，やはりそういう場所にどうしても集まら

ざるを得ないという根本のところの議論をしっかりしないと，集まって議論する意

味がないではないかと，私は全体とは少し違う意見を言ったのだけれども。それは

全体の議論を否定するのではないのだけれども，やはり本質論というか，物の根源

をたどっていかないと，いつでもこれはあり得ますよ。30年前も，50年前も，やは

り同じようなことはあったのです。なかなか難しい問題だと思っています。それほ

ど深刻なことが我が町に，非常に声高な議論をしなければいけないくらい発生して

いるかというと，そうは思いません。幸いなことに，そこまでではないだろう。後

で警察から教えていただければ結構ですが，そこまでではないと思っているのです

けれども，やはり常にそういうことに対して一人でもお子さん方の居場所を確保す

ることによって，いい方向に導ければなとは強く思っております。全くこの方針を

否定するわけではございませんが，今後ともよろしくお願いします。 

 

７ 報告事項 

(1) 令和６年度秋のこどもまんなか月間における取組について 

会   長： 続いて，次第４「報告事項」の(1)令和６年度秋のこどもまんなか月間における

取組，事務局から説明をいたします。 

事 務 局： それでは，令和６年度秋のこどもまんなか月間における取組について説明をいた

します。資料８及び本日配付のチラシを御覧ください。 

 国は，児童虐待や子ども・若者育成支援を推進するため，毎年11月を秋のこども

まんなか月間として定めており，各種事業や広報・啓発活動を集中的に実施するよ

う求めています。 
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今年度における具体的な取組についてですが，まず，市報及び市公式ホームペー

ジ上での広報活動を行うとともに，ＸやＬＩＮＥといったＳＮＳを活用した広報活

動を実施いたします。特に期間中はＳＮＳを活用した広報を積極的に展開し，子ど

も・若者支援地域ネットワークや，総合相談窓口である「ここあ」についての周知

を強化いたします。 

そのほか，今年度新規の取組としては，子ども・若者相談窓口に関するインター

ネット広報の試行的な実施があります。これは，インターネット上で特定のキーワ

ードを検索した際にブラウザ上の広告として特定のサイトを表示させるもので，今

回は「相談」や「悩み」等のキーワードを検索した際に，「ここあ」を上部に表示

させるように実施するものです。今年度は試行的な実施であり，Googleの検索を対

象として，エリアを調布市内に絞って実施し，その効果を検証した上で来年度以降

の施策につなげていきたいと考えております。 

また，11月10日日曜日には，子ども・若者支援地域ネットワーク主催の講演会を

予定しております。今年度は，若者の自傷や自殺が増加しているという背景を踏ま

え，専門家である国立精神・神経医療センターの松本先生を講師にお招きし，「自

分を傷つけずにはいられない～自傷とオーバードーズの理解と援助」という演題で

御講演いただく予定です。今年度についても，たづくり大会議場での開催と併せま

して，Zoomを活用したオンラインでの同時配信を行ってまいります。 

 なお，本講演会の詳細につきましては，後ほど，本日お配りしたチラシの内容を

御確認くださいますようお願いいたします。 

事務局では，こうした広報活動や講演会の開催を通じて，悩みや不安を一人で抱

えず，様々ある相談機関に相談できるきっかけとなればと考えておりますので，こ

れらの取組を通じて，子ども・若者支援施策のさらなる周知に努めてまいります。 

説明は以上となります。 

会   長： 説明は終わりました。 

 何か御意見，御質問，ございましたら御自由にどうぞ。――どうぞ。 

委   員： この研修会の御紹介をしてもいいですか。 

会   長： どうぞ。 

委   員： 松本先生は，薬物依存の専門家でいらっしゃるのですけれども，近年，トー横に

集まる子どもたちも含めて，市販薬を過剰に摂取するという市販薬依存の若者が多

くなっているそうです。小学生くらいから薬を何十錠も飲んでしまって，そういう

お子さんたちというのは一般に助けてと言えない。身近な人に助けてと言えなくて，

学校にも通っているのだけれども，朝，学校に行くために風邪薬を10錠とか飲んで，

感覚を麻痺させてというか，ふわっとさせて登校している事例もあるそうです。な

ので，実際何人くらいそういう方がいるかというのが掴めない。けれども，学校の

先生とか，身近な支援者の方にぽろっと何か言う時に，こういう人たちにどう支援

したらいいだろうかというようなことが主題となっている講演会です。 

 自傷，リストカットとかも，死にたい気持ちでやる方というのは，リストカット
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している中で４割以下だそうで，要するに，今日を何とか乗り切らなければいけな

くて，でも，ぱんぱんに辛い気持ちが膨れ上がっていて，ちょっと切ると楽になる

みたいな感じだそうなのです。これがエスカレートすると自殺にいってしまうそう

なので，そういうこと，何かできることを私たちが勉強したいなということで企画

いたしました。よろしくお願いします。 

会   長： ありがとうございます。 

 どなたか御意見，今のことでも結構ですし，他の観点でも結構です。御意見，ご

ざいますか。 

委   員： 済みません，今，御紹介いただいたことについて。 

 とても今の状況にふさわしいテーマだなということで，これはどういった広報を

される予定でしょうか。できるだけ多くの方に聞いていただきたいと思うのですけ

れども。 

事 務 局： 広報についてですけれども，調布市子ども・若者支援地域ネットワークと自殺に

関しての防止の取組を行っております。部署をまたがりまして，色々な団体の方に

御協力をいただき，市内にはたくさんの支援団体等もございます。そういった実際

に支援している対象者の方にも行き渡るように。当然ながら，市報であるとか，各

支援団体のホームページ，そういったものについても掲載をお願いしております。 

 この内容につきましては，当然ながら当事者の方たちだけではなくて，保護者の

方，あるいは支援する側の方につきましても，非常に興味，関心の高い話題という

ように捉えておりまして，研修というわけではありませんけれども，支援機関の方

たちにも御参加いただけるようにお話をしているところでございます。 

 委員の御指摘のとおり，今，オーバードーズ，薬物，風邪薬とか多いようですけ

れども，過剰摂取するということが若者の中で多く見られてきたということもあり

ますので，そういったことの予防措置であったり，そうなってしまう子どもたちの

心情を理解するとか，そういった部分を含めて，市内のそういった支援の力の向上

を図るという部分につなげていきたと考えております。当事者とそのご家族とあわ

せ支援機関の両方の力になればなということで今回開催させていただき，そういっ

たことを意識した広報を行います。 

 以上です。 

委   員： ありがとうございます。 

 支援者はもちろんのこと，当事者，それから当事者になる可能性のある子どもた

ち，自分たちがそういう状況に置かれていることすら恐らく認識していないという

ことも考えられるのかと聞いていて思いましたので，学校関係者，教育関係者，実

際にお子様に伝わるような広報をしていただければと思います。ありがとうござい

ます。 

会   長： ありがとうございます。 

 ほかにどなたか，御意見ございますか。――全体に関してでも結構です。 

最初，御挨拶の中でも少し言ったのですけれども，こういうことを考える時に，
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対処療法ということと，今起こっていることを何とか改善，早くしていかなければ

いけないということと，根本的に考えなければいけないこと。簡単に申し上げます

と，例えば，誰でも陥るということをまず考えなければいけない。 

 ものすごく分かりやすい例を挙げると，こういうことらしいのです。スポーツで

も，芸術文化でも，何か人前で日頃の成果をという時には，平常時ではなくなるか

ら。平常時な人もいるのです，まれに。平常時，何にも関係ないという人もいるけ

れども，大体の人は平常時ではないから，うまくいかないことがあるわけです。い

つもできているのだけれども，うまくいかない。その精神的な動揺みたいなことが

社会生活全般だというのです。分かりやすく言えば，ちょっと何かのことにつまず

いて自信をなくしてしまうと，今までできたこともできなくなってしまう。これは

誰でも思い当たりますよね，色々なことを考えると。 

 ですから，そのような社会全体の中で，そういう動揺が少ない社会をどうやって

つくっていくのかというのは，一人一人のことを考える前にやはり大切だというこ

とらしくて，私も全くそう思います。 

 それから，今の子たちということを考えた時には，さっき申し上げたように，80

年，90年人生を送るには理不尽なこと，不条理なこと，誰にでも起こり得る不運な

ことというのはあるのだけれども，その時，ちょっと弱くなっているのではないだ

ろうか，以前よりも。根性論だけで世の中は済まない。当たり前の話ですけれども，

根性論も必要なのだというように，どう鍛えるのか，鍛え方は難しいが，それは愛

情だと思うのです。やはり厳しいことを言って，そういう考え方じゃ，これからな

かなかうまくいかないよということも時に学校や家庭で言うことも愛情だけれども，

難しいですね。本当にそれは難しいです。 

ただ，今の子たちがだんだん普通の人が耐えられることでも耐えられないような

人が増えないようにということは考えていかなければいけないと思っていますし，

起こっている現象を捉えて，こういう講習なり意見を聞く場を設けていただくとい

うのは大変いいことだと思うので，今後ともよろしくお願いします。 

 

８ 情報交換 

(1) 調布警察署からの情報提供 

会   長： それでは，情報交換ということで，まず警察から最近の傾向について教えていた

だいて，よろしくお願いします。 

委  員： では，私から最近の傾向ということです。 

毎回言うのですけれども，非行の低年齢化が進んでおります。本年は上半期に小

学生の万引き，器物損壊，暴行，傷害，家庭内暴力等，粗暴的事案の発生が多数見

られました。また，少年の性の関心や芽生えから，触法少年による不同意わいせつ，

旧強制わいせつ事案が発生しております。 

しかし，下半期，全くない。６月までは犯罪が発生してしまっていたのですけれ

ども，７月以降全くない。学校関係者，先生方の頑張りだとか，子ども家庭支援セ
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ンターなどの連携というか，活動が効果を出しているのかなというような，そこは

分かりません。 

続きまして，男女を問わず，軽はずみに携帯電話，スマートフォンで自己の肢体

を撮影し，相手方に画像や動画を送信するなど，東京都教育条例や児童ポルノに関

する法律違反に抵触する事案が増加しております。少年相談から認知するような事

例が多いです。親御さんと一緒に来署して，こんな事案なので相談ということで認

知することがあります。 

あと，ＳＮＳで誘いに安易に乗り，闇バイトに手を染める少年が増加しておりま

す。当市においても詐欺に加担し，同一少年が当庁及び他府県警察に数回再逮捕さ

れる事案がありました。管内居住者となります。 

当市においての少年の薬物事案も増加しております。また，当市の取組としては，

ゲームセンターの立入禁止制限時間のポスターを掲載し，小中学校に配付すること

により立入禁止時間を過ぎての遊技は犯罪に巻き込まれやすいので，犯罪の温床と

なる場所であるという啓発活動を実施しております。調布市におきましても，一斉

に集まる会議において，一斉にポスターを配付する予定となっております。 

以上でございます。 

会   長： ありがとうございます。 

どなたか御質問等ございますか。――何かありますか。――よろしいですか。 

     （「なし」の声あり） 

 

(2) 中学校校長会からの情報提供 

会   長： それでは，次，中学校校長会からお願いします。 

委   員： 先ほど調布警察からお話がありましたけれども，学校としてはおっしゃるとおり，

上半期に対応したケースがあったというのが思い出されるのですが，では，現在ど

うなのかというところです。子どもの問題行動は結構波があり，一定期間よくても，

急に問題行動が起きたり，またその逆もあったり，原因は分からないと思うのです

けれども，今，落ち着いているというお話があったのですが，では，そのまま落ち

着いていくのかというと，心配していかなければいけないと思っています。  

中学校が８校ある中で情報共有しているのですけれども，落ち着かなくて大変と

いう学校は聞いていないです。学校生活は比較的落ち着いて送られているかと思っ

ています。ただ，学校はこれまでの文化もそうですけれども，集団を育てていくと

いう集団指導というものをやってきたところなのです。いい集団をつくっていこう

とか，いい仲間にしていこうというような教育をずっと続けてきたところですけれ

ども，ここ数年，どうしても個別に対応しなければいけない子どもたちが本当に増

えてきているというのは実感しています。学校の中での集団としてはよく育ってい

るなと。いい仲間，いいグループになっているなということは感じるのですけれど

も，その中で，どうしても個別に対応していかなければいけない子どもが一定数出

てきてしまう。  
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集団を育てる上で，２対６対２の原則があると言われていて，２割はリーダー性

のある子だし，真ん中の６はサイレントマジョリティーといいますか，リーダー性

も発揮するけれども，もしかしたら問題行動に流れてしまうかもしれない。あとの

残りの２は支援が必要なお子さんたちというように言われてきて，サイレントマジ

ョリティー６の子たちがリーダー性のある２割のほうに意識が向いていくと集団は

よく育っていくというような考えがあって，上手く集団を育てていきましょうとい

うことを学校はやってきていたところなのです。前回お話ししましたが，１割くら

い不登校経験の，また不登校になり得る子たちがいる。そのほか，課題のある，特

別な支援が必要な子どもは8.8％いるなどというデータもあるので，そのような中

で，学校外でのトラブルというのはどうしても起きてくる。その中の主流になって

いるのがＳＮＳの問題で，ＳＮＳを介して不登校の子や課題のある子が，そこで知

り合ってしまう。知り合ったことで，調布市内で言うと，例えば，ＣＡＰＳで会っ

て，そこで情報交換があって，その中でＳＮＳで悪口を言った，言われた。そこか

らトラブルになって，学校が聞き取るのだけれども，全部子どもたちがしゃべるわ

けではなく，どうしても関係機関にお世話にならなければいけないケースというの

が，私の感覚だと２学期になってからもあるなと感じています。 

どうしても学校の中でできることと，そうではないことというのがあるので，学

校として聞き取りはするのですけれども，そういう問題行動はほとんど学校の管理

外で起きている。要するに，スマホの使い方だとか，別の場所で会ってだとか。他

校生とのつながりなどというのは，どうしても学校の管理外で起きていることなの

で，調布警察にも動いていただいているのですけれども，調布警察に情報提供して

対応していただいたり，あとは子ども家庭支援センターすこやかに本当によく動い

ていただきますが，すこやかと連携したり，多摩児童相談所と連携したり，そうい

うお子さんを健全育成の方向に向けるように支援しているという状況は２学期にな

ってもあると感じているところです。 

この後，またそういう学校で情報把握したものを，できる限り関係機関に情報提

供して，そして，そういう課題のあるお子さんたちを支援していかなければという

案件は発生していると思うので，それについては粘り強く保護者の方の理解を得な

がら，そして，関係機関等の連携を図りながら，学校でできることと，ここは関係

機関にお願いしなければいけない部分というものを精査して対応していくというよ

うな状況があるというところで今対応しているケースがあるというところです。 

以上です。 

会   長： ありがとうございます。 

先ほどの調布警察からの御説明と併せて，何か御意見，御質問等ありましたらど

うぞ。 

便利な携帯機器を持たない時代には戻れないだろうから，これは多分世界中でし

ょうね。調布市の問題ではなくて，世界中の問題だろうけれども，妙案はないです

よね。 
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委  員： 適切に使うしかない。 

会   長： それはそうなんだけれども。 

委   員： 学校でこういう使い方をしましょうと指導します。家庭に働きかけます。やはり

家庭のほうに話をすると，もううちでは管理できませんという保護者が実際にはい

ます。「先生，これを預かってください」とか，「うちではスマホはもう管理でき

ません」と。 

会   長： それを子どもは文句言うでしょう。 

委   員： 文句を言います。一時的にですけれども。そういう事例もあって，要するに保護

者が管理できない状況になっている家庭もあると。 

会   長： 当然あるでしょうね。そういうことを言われると，この中でも思い当たる方がい

るかもしれない。だけど，大きな問題だけれども，難しいですよね。では，どうし

ようかといっても，そこから遠ざけようとすればするほどまた反発も起きてくるだ

ろうし。やりにくさがますます高まってきているとなると，ちょっと頭が痛いです

ね。全国的に考えていかないと。 

委   員： 今，子どもたちのそういう指導の中で，スマホだとかＳＮＳを介していない問題

というのはほとんどない。それが確実に問題を大きくしていますし，課題を大きく

している。これは間違いないと思います。ＳＮＳがあるために，または，色々なつ

ながりができるために不適切な言動が助長しているというのは間違いない。間違い

ないというか，それが全くない指導というのはないです。健全育成の課題。 

会   長： ものすごく大きく言うと，ダイナマイトもウランも戦争に使うために開発したの

ではないという，人間の性というか，そういうことになってしまうと思いますね。

利便性を追求する中で，自分たちが生き辛くなってしまうという矛盾ですよね。 

だけど，ちょっと頭が痛いですね。だんだん低学年化しますね。今どき，高校に

入るまで携帯なんかとんでもないなんて言える家庭はあるのですか。 

委   員： 子どもたちに聞くと，多くの子は中学生で。 

会   長： 全員ではない？ 

委   員： 全員ではないです。 

会   長： やはり少なくとも成人に近づくくらいの分別があるならともかく，面白いから，

ゲームにのめり込んでいるうちに，色々な使い方をそれはしますよね。多分，校長

会等，学校の中でも考えておられるから，ぜひ細かくまた教えていただいて，これ

からも考えられればということで，よろしくお願いします。 

今，お二方から現状報告いただきましたが，ほかに何か自由討論ということで，

どんな角度の御意見でも結構ですが，何かありますか。――どうぞ。 

委   員： 今の携帯電話の話です。あれ，小学生からほぼ持っています。持っていない子は

いないのではないかくらい持っています。端末の値段が下がってきたのもあるし，

持ちやすくなってきたこともある。ただ，一番使っているのは親，目的としてはＧ

ＰＳなのです。携帯にもうついてしまっているので，何かあっても子どもの位置は

すぐ分かるというか，塾なども「入りました」「帰りました」というのは，携帯が
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ないとできないとか，ＰＡＳＭＯとかそういうものも。それに関しては中学の修学

旅行にも言いたいことがあったのですけれども，みんなＰＡＳＭＯのカードを今つ

くっているのです。修学旅行に行くために。みんな子どもたちの端末に入っている

のです。カードは持っていないです。でも，端末は持っていけないから，カードを

親が作りに行くのです。あれは，親が皆大変だと思っています。「カードってどう

やってつくるんだっけ」「アプリじゃないんだよね」と。むしろ，親が今，端末の

使い方を知らない人が多いので，子どもが教えるのです。アプリはこうやって入れ

るんだよと。だから，携帯電話が必要な時代であるというのは分かるのですけれど

も，やはりおっしゃっていたように，使い方をうまくやっていくしかないのではな

いかと思いました。  

また，先ほど調布警察がゲームセンターとか，犯罪に巻き込まれるおそれのある，

可能性のある施設を重点的に見ているというのは，今，親はみんな感じています。

補導まではいかないですけれども，注意をされたという子どもがすごく増えました。

親たちは心配しているのです。これは補導なのかと。 

委   員： 身柄が動くとか，その場で注意するのが補導なのです。 

委   員： それはただの注意だとか，それは補導ではないとか勝手に解釈して，連絡が来た

ら補導だみたいな。その辺が明確に分かるとうれしいなと。私も聞かれて答えられ

なかったので。 

委   員： 後日，保護者の方には連絡が行くシステムになっていると思います。 

委   員： その相談が私にもよく来て，「補導された時，どうしたらいいの」と。いや，こ

っちがどうかする必要はないと思うけれどもと。子どもが「家に連絡しますよ」と

言われたけれども，連絡が来たのか分からなくてどきどきしていて，次の日に「警

察から連絡来た？」と言ったら「いや，来ていないよ」という話はもう30件，40件

くらい聞いているかな。 

委   員： 間違いなく，当日中に漏れなくしています。 

委   員： 済みません，補導委員から。 

あそこは調布市内ではなくて，市外からの子たちも多くて，調布市内では小学生

はほぼ毎回いらっしゃるという状態ですけれども，補導しまして，「お母さんとお

父さんいますか」という話から始まって，いないという話だったら「ちょっといら

っしゃい」という状態。そこで，保護者の住所と名前と電話番号をお聞きして，調

布警察からかけるという状態になっているのです。電話に出なければ留守電に入れ

てみたり，後日再度という状態になっているので，声をかけられた時点でもう補導

なのです。 

委   員： それ，私からも各校に言っておこうかと思います。声をかけられた時点で。 

委   員： そう，声をかけられた時点で補導が始まっていますので，電話がこないからいい

とかではなくて，電話は確実に全員行き渡る。調書を取られているので，子どもた

ちのことは全て。この間，保護者に電話をかけたら「本当に警察なのか」と言われ

たのです。 
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会   長： 今どきそういう反応はあるでしょうね。 

委   員： そう。自分の子どもはそんなところに行かないとか，色々とあって。 

会   長： それは少し理解したいのですが，どの境を越えると補導の対象になるのですか。

特定の店に入るということですか。 

委   員： 18時以降は小中学生は無理なのです。そこを，私たちは18時以降に行っているの

で，その時点でいれば。 

会   長： だけど，ぱっと見ただけでは年齢も分からないことがあるから，それは。 

委   員： 大体分かるので，容姿を見ながら。あとは，そうかなといって声をかけて，ちょ

っと身分証を。 

会   長： 身分証を見せろというのか。 

委   員： はい。 

委   員： 中学生と高校生，学生生徒手帳というものをお持ちなので。 

会   長： プライベートな時間帯も彼らは持っていますか。 

委   員： 大体持っていますよ。みんな制服でうろうろするのです。 

会   長： 制服なら分かるよね。 

委   員： 制服とジャージ。中学生はジャージが多いですね。運動会の帰りとか，体育祭の

帰りとかと言って。新しいゲームセンターができたので，皆行くのです。以前は駅

前のゲームセンターがメインでしたが。 

会   長： だから，時間を守ればいいわけですね。 

委   員： そんな話なのです。 

会   長： ついつい面白いと越えちゃうという子もいると。 

委   員： 越えちゃう。塾の時間の合間。 

委   員： そういうのはあるね。 

委   員： そうそう。この間，サッカーへ行くまでの合間みたいな。 

会   長： 大人で言えばパチンコだね。ちょっと時間が空いたからと。 

委   員： そうそう。 

委   員： この間もこのお話があったと思うのですけれども，私も中学生の保護者でもある

のですが，子どもも親も何がいけないことなのかということがちゃんと教育されて

いるのかというのが，私すら分かっていないのです。どうなったら補導なのか，そ

ういう店に何時から入ってはいけないのか。悪気がない子も一定数いるのではない

かとも思ったりするのですけれども，そこは学校側などでちゃんと周知はされてい

るのですか。 

委   員： こうなったらこうですというのは，学校からは周知していないです。保護者に周

知しているというよりも，子どもたちへの集会とかで話したりすることがあります。

18時以降，子どもたちだけでゲームセンターに行くと補導対象になりますよとか，

都の条例では22時以降だと，どこへ行っても補導対象になりますよと。子どもは知

っていると思われます。 

委   員： 知らずにそうなってしまっているパターンもあるのかなと。 
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委   員： ＵＦＯキャッチャーとか，そういうものは不健全ではないですね。だから，そう

いうものも，ちょっとネットなどを見てみると分かるのですけれども，もはや不健

全ではないゲームセンターのほうが多いみたいな書き込みもあり，18時以降は子ど

もたちだけで行かないというのはどうなのでしょうみたいな声とかがあるというの

は聞いています。 

委   員： ショッピングセンターにＵＦＯキャッチャーがありますから，それはＯＫとか。

だから，その辺がちょっと，子どもたちもよく分かっていないのではないかと。 

委   員： 例えば，イトーヨーカドーの中のあれはＯＫ。 

委   員： 子どもたちでもヨーカドーはＯＫ。 

委   員： 時間問わずＯＫ。 

委   員： だから，子どもの親も余り理解がされていないことがゆえに起こっている事象も

あるのではないか。あとは，カラオケボックスとかもそうですよね。子どもたちだ

けで。お店側もちゃんと，そういう子どもたちを見たら「帰ってください」とか。 

委   員： 入り口に貼ってあります。 

委   員： それで，お店の方も言ってくださるのですか。 

委   員： はい。 

委   員： でも，帰らないということですか。 

委   員： いや，お店のほうが受け付けてくれないのです。 

委   員： だから，そこで一定数減らすことにはつながっているわけですよね。 

委   員： そうですね。カラオケのほうはほぼいないです。高校生からか，メインが。 

委   員： 高校生は何時以降，カラオケは。 

委   員： 20時とかですか。 

委   員： 22時。 

委   員： 書いてありますよね，お店に。 

委   員： お店に貼ってあるので，カラオケのほうは店側が結構厳しくやっていただいてい

るので，学生証を見せた時に，時間と年齢を確認して，お断りをさせていただいて

いる状態です。ゲームセンターのほうはお断りさせていただくことがないので，み

んなウエルカム状態なのです。ただ，店には全部貼ってあります。何時以降は駄目

です，何歳以下は駄目ですよというのは全部貼ってあるのですけれども，お声をか

けた子たちはみんな「ああ」みたいな感じ。 

委   員： イトーヨーカドーはセーフだから貼ってはない？ 

委   員： ないです。 

委   員： 遊技場はそういう扱いだったですか。 

委   員： そうですね。ちなみに，ＵＦＯキャッチャーのところのエスカレーターを上がっ

た左の壁に貼ってあります。 

委   員： お店の人が言えばいいんですよね。子どもたちは，こういう駄目な時間ですよっ

て。 

委   員： ゲームセンターは言わないのです。 
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委   員： 言ってもらうようにお願いはできないんですか。 

委   員： お願いベースですね。 

会   長： カラオケの場合は，時間帯で制限されていますよね。早い時間帯ならどうぞとい

うことになる。だけれども，電話で「ハイボール」とか言ったら問題になる？とい

うような感じになっているわけですか。 

委   員： はい。 

会   長： 厳密に？ 

委   員： はい。 

会   長： 実態を知らないです。 

委   員： そうすると，提供したお店側が法律に違反してしまいます。 

会   長： それはそうでしょう。微妙というか，全部を的確にすることは難しいだろうけれ

ども，そういうことになっているわけですね。分かりました。 

ですから，温床という言葉を使いますよね。事前に境界を乗り越える前で何とか

指導していこうという考え方だから，ぎりぎりのところでは，時代の推移とともに

色々な意見も出てくるだろうし，いいんじゃないですか，ここでもそういう実態を

教えていたきながら議論するというのは。 

学校は難しいですね。だって，何時から行けないよと言ったら，その前を奨励し

ているようにも聞こえるから，それまではいいんだよと言っているように聞こえる

から，難しいな。 

委   員： 難しいなと思うのは，今の御意見があるではないですか。学校で伝えてくれない

のかとか，やってくれないのかと。学校でやるべきことというのは，法で定められ

ている部分があって，学習指導要領に則って指導しましょうと。では，学習指導要

領にそういう指導をしてくださいと書かれているがというと，書かれていないので

す。これまで学校は結構，書いていないことも良かれと思って言ってきたこととか，

やってきたことも多いのです。だから，これが慣例となって学校がやってくれるの

は当然ではないですかみたいな感覚があると，学校はそこまでやる必要はないんで

すということになる。では，誰がやるかというのは線がはっきりしていないので，

それは家庭教育の一つですよというようにもっとアピールしていただけるとありが

たいと思います。 

会   長： 一つ間違いないのは，それで商売をされている事業者の意識と行動ですね。今お

聞きしていても。この方たちが，かなり節度というものをきちんと守っていただけ

れば，大分できますよね。ただ，それを言っていくのは警察になるのですか。そう

いう業者にお願いをして。 

委   員： そうです。 

会   長： それは大変だ。大変だと思うけれども，よろしくお願いします。効果はあるだろ

う。分かりました。 

今の観点でも，ほかのことでも何かございますか。――特によろしいですか。―

―貴重な意見を色々出していただいて，ありがとうございました。 
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それから，今日を通じて幾つかの観点からあった，子どもたちを健全にという健

全の意味です。不良化だけではなくて，健全にだから，心身ともに，発達度合いに

応じて，年齢に応じてうまく育っていくようにというところ。さっき申し上げたよ

うに，昨今も難しいと思います。前にも申し上げたけれども，うちだけではないの

ですが，各職場で精神的に行き詰まる人の低年齢化が物すごく深刻で，中高年で疲

れたというのは私の経験でも昔からあります。中高年でというのは，精神を病んで

しまうというのは，残念ながら。でも，こんなに，20代まで含んで，若い人が多い

というのはなかったですよ。 

色々な要素があるから特定はしないけれども，一つだけ間違えないのは，やはり

20年生きてきて，どこにおいても，家庭においても，学校においても，ほかの場に

おいても，大声で叱責されたことがまずない。大声で怒れと私は言っていないから，

それは誤解のないように。ただ，ない人が，職場では強い言い方もありますよ。

「そんなことやってちゃ駄目だろ」「何考えてんだ」みたいなことは。それだけで

震えが来てしまう。さっき言ったように複合的な要因だから，それだけとは言いま

せんが，それはあるらしいのです。難しいですね。 

それだったら，家庭も学校も含めて，社会はどうすればいいのだと。学校の先生

はそれに一番苦慮しておられるのかもしれないけれども，最近，本当に悩むくらい

多いのです。――何かありますか。 

委   員： 経験がないことをされるとやはり。社会に出てどうなるのだということは学校と

しては指導していきたい。ただ，叱責の仕方というのは，今はどなっちゃ駄目とか，

そこは。 

会   長： 相撲部屋でさえ厳しいことを言うといなくなってしまうという，これは極端な例

かもしれないが，分かりやすい。 

突飛なことを言いますが，私は市長が長くなってしまったのだけれども，サラリ

ーマンのほうがいまだに長いのです。四半世紀以上。サラリーマンになった頃と今

と違うことはいっぱいあるのだけれども，一つは，サラリーマンの時はあり得なか

ったが，全く見ず知らずの人から，人間性を問われるような罵声を浴びせられると

いうことは，サラリーマンの時にはなかった。それではタフかと言われるとそうで

もない。それは普通ですよ。それは正直に言って。 

 ただ，世代の問題としては，今の若い人よりは，育っていく過程において，色々

な指導の仕方は今よりも，頭ごなしも含めて強い言い方があったから，いいかどう

かと言われると難しいけれども，やはり一つの慣れみたいな，いい意味での慣れみ

たいなものがあったかなという気がします。委縮をするほど怒らなければという感

じかな。 

委   員： 子どもの人権は大事にしましょうということから，叱り方というのは，頭ごなし

は駄目だとか，大声で怒鳴るのはやめましょうとか，呼びかけは教員にします。 

会   長： していますか。 

委   員： します。大声で怒鳴るのはやめましょうとか。 
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委   員： そういう時代ですし，怒鳴らなくても，諭すことのほうがいいのだろうなとは思

いますけれども，例えば，窓口で進路のことなんか言われてしまうみたいなことも

あるように聞いていますね。すごくショックを受ける。 

会   長： そうすると，変に胸にこたえちゃうのです。だから，早く同僚とか，先輩に相談

しろよというのは口を酸っぱくして言っているつもりなのだけれども，上手くいか

ないことはある。家庭で叱る度合いも減っているのかな，昔に比べたら。それは，

私にはよく分からないのだけれども。 

それで安心しちゃいけない。だから，ケース・バイ・ケースですよ。当然だよな

と。先生の思いが募るあまり大きい声を出しても，あの場面では当然だよなとかね。 

委   員： そういうことです。 

会   長： これ，なかなかそう簡単に解決できる問題でもないと思うので，これからも折に

触れるようにさせていただきたいと思います。 

 

９ その他 

会   長： それで，次回のことについて事務局から御説明します。 

事 務 局： 次回ですが，来年２月６日木曜日の午前10時から，こちらの市長公室での開催を

予定しておりますので，よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

会   長： ありがとうございました。色々貴重な御意見をいただいて。この会議自体は数か

月に１回ですが，その間に色々な事象が起こるということで，これからも色々教え

ていただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。 

 

      閉 会 


